
 

ＪＲ四国メンテナンス労組が妥結 
～定期昇給を確保、年度末一時金も大幅増額～ 
２０１９春季生活闘争の取り組みにおいて、ＪＲ四国連合に加盟する

ＪＲ四国メンテナンス労組が、労使交渉を妥結した。 

交渉の結果、定期昇給を確保した他、嘱託・契約・パート社員の賃金

引き上げや諸手当の改善、前年度から 50,000 円増額の年度末一時金など

多くの成果を獲得している。 
 

ＪＲ四国メンテナンス労組【４月５日妥結】 

・ 賃金改定       基準内賃金に 0.65%を乗じて得た額を加算 

・ 定期昇給       900 円 

・ 雇用形態変更時の基準内賃金（日額）の引き上げ（37円） 

・ 嘱託社員の月給引き上げ（基準内賃金に 0.65%を乗じて得た額を加算） 

・ 契約社員の日給引き上げ（香川 50 円、愛媛 150 円、徳島・高知 100 円） 

・ パート社員の時給引き上げ（30円） 

・ 年度末一時金の支給 

【社員・嘱託社員】  0.4 ヵ月＋100,000 円 

  【契約・パート社員】 社員・嘱託社員の算出額×調査期間内の出勤率×0.2 

・ 洗浄作業手当、班長代行手当の増額（20円） 

・ 賃金及び一時金の計算期間の改正 

・ 基準外賃金の整理 

 

なお、本日現在、グループ７４単組において、要求書の提出を確認し

ており、妥結は２０単組（うち、ベア回答１０単組）となっている。 

以 上 

ＪＲ連合２０１９春季生活闘争 
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